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国立大学法人東京農工大学学長候補者選考等細則の一部改正 

国立大学法人東京農工大学学長候補選考等細則を次のとおり改正する 

現行 改正 備考 

国立大学法人東京農工大学学長候補者選考等細則 

 

平成16年10月 6日

16選細則第2号

 

第１条～第１３条 省略 
(候補者の公募) 

第２条 規程第４条第１項に定める公募は、選考会議が定める期限までに応募者か

ら別紙様式１の「応募書」及び別紙様式２の推薦者による「推薦書」並びに別紙

様式３の「公表用要約」を徴することにより行うものとする。  

２ 前項の推薦者は、候補者１人につき５人(規程第７条に定める意向調査の参加

資格者となれる本学の職員(第４条各号に定める者を除く。)１人以上を含むこ

と。)とし、うち１人を推薦代表者とするものとする。なお、推薦者は、満２０

歳以上の者でなくてはならない。 

 

３ 省略 

 

第３条 省略 

 

(意向調査の参加資格者となれない者) 

第４条 規程第７条第２項において別に定める者は、意向調査の実施日において次

の各号の一に該当する者とする。  

一 国立大学法人東京農工大学職員就業規則第１０条に定める試用期間中の者 

二 国立大学法人東京農工大学職員休職規程に定める休職中の者  

三 国立大学法人東京農工大学職員懲戒規程に定める懲戒処分(出勤停止以上)

を受けた者  

四 国立大学法人東京農工大学安全衛生管理規程に定める就業禁止となった者 

国立大学法人東京農工大学学長候補者選考等細則 

 
 

第１条～第１３条 省略（現行どおり） 
(候補者の公募) 

第２条 規程第４条第１項に定める公募は、選考会議が定める期限までに応募者か

ら別紙様式１の「応募書」及び別紙様式２の推薦者による「推薦書」並びに別紙

様式３の「公表用資料」を徴することにより行うものとする。  

２ 前項の推薦者は、候補者１人につき５人（規程第４条第２項の公示日において、

国立大学法人東京農工大学職員就業規則第４条第１項に定める常時勤務を要す

る本学の職員（同条第２項及び第３項に定める職員並びに同日において第４条第

１項各号に定める者を除く。）１人以上を含むこと。)とし、うち１人を推薦代表

者とするものとする。なお、推薦者は、満２０歳以上の者でなくてはならない。

３ 省略（現行どおり） 

 

第３条 省略（現行どおり） 

 

(意向調査の参加資格者となれない者) 

第４条 規程第７条第２項において別に定める者は、意向調査の公示日において次

の各号の一に該当する者とする。  

一 国立大学法人東京農工大学職員就業規則第１０条に定める試用期間中の者 

二 国立大学法人東京農工大学職員休職規程に定める休職中の者  

三 国立大学法人東京農工大学職員懲戒規程に定める懲戒処分(出勤停止以上)

を受けた者  

四 国立大学法人東京農工大学安全衛生管理規程に定める就業禁止となった者 
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五 国立大学法人東京農工大学旅費取扱規程に定める内国旅行又は外国旅行中

の者  

２ 前項各号に定める者のほか、選考会議が不適格と判断した者は、意向調査の参

加資格者となることができない。 

 

第５条 省略 

 

(参加資格者名簿) 

第６条 事務局は、第３条第１項の公示日の属する月の１日現在をもって参加資格

者を確定し、別紙様式７の「参加資格者名簿」を次条の調査票提出所別に作成す

るものとする。  

２ 事務局は、意向調査日の前日までに参加資格者の異動があった場合は、参加資

格者名簿を補正するものとする。 

 

第７条～第１３条 省略 

 

 

 

  

 

 

 

（選考結果の公表) 

第１４条 規程第８条第２項に定める選考結果の公表は、別紙様式９により速やか

に行うものとする。 

  

第１５条～第１８条 省略 

  

     

 

 

 五 削除 

 

２ 前項各号に定める者のほか、選考会議が不適格と判断した者は、意向調査の参

加資格者となることができない。 

 

第５条 省略（現行どおり） 

 

(参加資格者名簿) 

第６条 事務局は、第３条第１項の公示日をもって参加資格者を確定し、別紙様式

７の「参加資格者名簿」を次条の調査票提出所別に作成するものとする。  

 

２ 削除 

 

 

第７条～第１３条 省略（現行どおり） 

 

 （投票に用いる様式） 

第１３条の２ 規程第８条第２項第1号の信任投票に用いる様式は、様式８－３に

よるものとする。 

２ 規程第８条第２項第２号の単記無記名投票に用いる様式は、様式８－４による

ものとする。 

 

 （選考結果の公表) 

第１４条 規程第８条第７項に定める選考結果の公表は、別紙様式９により速やか

に行うものとする。 

 

第１５条～第１８条 省略（現行どおり） 

 

 （細則の解釈等） 

第１８条の２ この細則の解釈及び運用について疑義が生じた場合は、学長選考会

議が決定するところによる。 
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第１９条 省略 

 

   附 則 省略（現行どおり） 

 

 

 

 

 

 

第１９条 省略（現行どおり） 

  

附 則 省略（現行どおり） 

 

附 則（選細則第１号） 

  この細則は、平成２６年８月 日から施行する。 
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別紙様式８－１～８－２ 省略 

 

 

 

 

 

 

 

別紙様式８－１～８－２ 省略（現行どおり） 
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別紙様式８－３ 
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別紙様式８－４ 
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別紙様式１２（省略） 

 

 

 

 

 

別紙様式１２（現行どおり） 
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